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平素、愛媛県並びに県内市町の行政の推進につきまして、格別の御高配を賜

り、深く感謝を申し上げます。 

現在、我が国では、１年以上にわたり感染拡大が続く新型コロナウイルスに

よって、社会経済活動の広範に深刻な影響が生じておりますが、一方で、コロ

ナ禍を受け、人々の価値観やライフスタイルが大きく変わり、大都市圏から地

方への人の流れをつくる好機も到来しつつあると感じています。 

愛媛県におきましては、国や市町、関係機関・団体等との緊密な連携の下、

感染防止対策はもとより、医療提供体制やワクチン接種体制の充実・強化に全

力を挙げるとともに、本県独自の事業者支援制度の創設をはじめ、感染抑止を

図りながら社会経済活動を維持していくためのさまざまな取り組みを進めてい

るところです。 

また、幅広い分野でデジタルトランスフォーメーションを推進するなど、ア

フターコロナを見据えた新たな価値の創造につながる施策を積極的に展開する

ほか、平成３０年の西日本豪雨災害からの創造的復興に向け、被災者の生活再

建支援や地域産業の再生に力を注ぐとともに、県政の３本柱に掲げる「防災・

減災対策」、「人口減少対策」、「地域経済の活性化」の一層の深化に努め、引き

続き、「愛
え

顔
がお

あふれる愛媛づくり」にまい進していくこととしております。 

国におかれましては、喫緊の課題である新型コロナウイルス感染症対策やポ

ストコロナに向けた経済構造の転換等に加え、デジタル改革やグリーン社会の

実現、全世代型社会保障の構築などに取り組んでおられるところでありますが、

本県の施策を実効性あるものとするためには、財源の確保はもとより、防災・

減災対策や地域経済の活性化に欠かせない社会資本の整備、地域の実情に即し

た事業を推進する上での各種制度の見直しなど、これまで以上に強力な国の御

支援が必要です。 

つきましては、本県の現状や課題を踏まえ、愛媛県並びに県内市町の発展に

重要不可欠な提案・要望項目を重点施策として取りまとめましたので、令和４

年度政府予算の編成および政策の決定に当たりまして、格別の御理解、御配慮

を賜りますようお願い申し上げます。 

 

             愛媛県知事     中村 時広 
 

             愛媛県市長会長   武智 邦典 
 

             愛媛県町村会長   佐川 秀紀 
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 １ 西日本豪雨災害により被災したかんきつ産地の 

復興について 
【農林水産省】 

 

【提案・要望事項】 

 西日本豪雨災害により大きな被害を受けたかんきつ産地の復興に向
けた再編復旧の取組を支援すること。 
・再編復旧の事業実施に必要な予算を確保するとともに、事業実施予定地区

の新規事業着手に向けた支援を継続すること。 
 
【現状と課題（背景・理由等）】 

○産地の復旧状況 

平成 30 年７月に発生した西日本豪雨災害により、本県の農業は 470 億円を

超える甚大な被害を受けた。中でも、南予地域など「かんきつ王国愛媛」を支

えるかんきつ産地は、数多くの園地が崩落し、収入の糧となる樹体が流失した

ほか、かんがい施設やモノレールなどの施設も損壊するなど、産地の存続にも

影響を及ぼしかねない深刻な状況となったが、その後の関係者の懸命な復旧活

動やボランティア等の支援もあり、園地自体の復旧が不要な箇所では、スプリ

ンクラーやモノレール等の復旧も進み、例年並みの収穫が可能となっている。

一方、崩落した園地の復旧については、事業主体である市町が国の災害復旧事

業を活用して、「原形復旧」及び「改良復旧」の工事を鋭意進めている。 

○再編復旧の取組 

急傾斜で作業条件の悪い園地が多く、高齢化や労働力不足が深刻化する産地

の現状を踏まえ、原状への復旧のみならず、周辺の被災していない園地も含め

て大規模にほ場整備を行う「再編復旧」にも取り組んでおり、大規模に園地が

崩落するなどした県下４地区において、作業効率が良く、より高収益が望め、

且つ災害にも強い園地として再生し、再生後の園地では新技術・新品種の導入

を図るなど、被災前より進化した産地づくりを進めている。 

○再編復旧４地区の進捗状況 

玉津地区（宇和島市吉田町）は、令和２年度から農地中間管理機構関連農地

整備事業に着手し、令和３年度から工事着手を予定している。また、由良地区

（松山市興居島）、上浦地区（今治市大三島）は、令和３年度から農地中間管理

機構関連農地整備事業に着手し、現地における測量設計を進めている。残る立

間地区（宇和島市吉田町）は、畑地帯総合整備事業の令和４年度採択に向け、

計画策定を鋭意進めている。 

 

【実現後の効果】 

◇ 被災したかんきつ農家の経営発展に加え、新規就農者の確保、オリジナル

品種の生産拡大等が図られ、産地や地域の維持発展につながる。 

 ◇ 本県の農業を支えるかんきつ産地の創造的復興により、本県農業全体の体

質強化が図られる。 

 

県担当部署：農林水産部 農業振興局 農地整備課 
 



- 2 - 

 

 

地区名  Ｈ30  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 
                   

①玉津（たまつ） 

宇和島市吉田町 
 
構想検討 

地元合意 

 計画策定 

（県単） 
 

農地中間管理機構関連農地整備事業 

区画整理 6.8ha 
  

                   

②由良（ゆら） 

松山市興居島 
 
構想検討 

地元合意 

 計画策定 

（国補） 
 

農地中間管理機構関連農地整備事業 

区画整理 9.7ha 
  

                   

③上浦（かみうら） 

今治市大三島 
 

構想検討 

地元合意 
 
計画策定 

（国補） 
 

農地中間管理機構関連農地整備事業 

区画整理 6.8ha 
  

                   

④立間（たちま） 

宇和島市吉田町 
 

構想検討 

地元合意 
 
計画策定 

（国補） 
 

畑地帯総合整備事業 

区画整理、農道、用水施設（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かんきつ産地の復興に向けた再編復旧の取組状況 

①玉津（たまつ） 

②由良（ゆら） 

③上浦（かみうら） 

区画整理前 区画整理後 

区画整理前 区画整理後 

区画整理前 区画整理後 

盛工区 

⑤工区 

白浦工区 

「温州みかん」の優良品種系統への改植 

「紅プリンセス」の導入 

ハウスの整備 

「紅まどんな」等優良中晩柑の導入 

新規就農者の自立経営支援（ＪＡによる研修） 

ハウス・マルドリ施設の整備、多品種化（周年供給） 
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２ 肱川緊急治水対策の推進について 
【内閣府・財務省・国土交通省】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
【現状と課題（背景・理由等）】 

○肱川における治水対策の現状と西日本豪雨での浸水被害 

  肱川流域では、これまでも度重なる洪水被害を受けてきた中、平成 30 年の

西日本豪雨では、過去に経験のない降雨により、平成 16 年に策定した河川整

備計画の目標流量を超える洪水が発生し、浸水戸数約 4,700 戸、浸水面積約

1,400ｈａの甚大な浸水被害となったことから、住民の生命・財産や産業、経

済活動を守り、過疎化が進む流域の人口流出防止や集落の存続を図るため、再

度災害防止に向けた治水対策の早期完成が喫緊の課題となっている。 

○河川激甚災害対策特別緊急事業等による河川改修の促進 

  国と県では、再度災害を防止するため、平成 30 年 9 月に『肱川緊急治水対

策』を策定し、激特事業により堤防整備を集中的に実施することで、10年前倒

しとなる令和５年度の完成を目指すとともに、河口から西予市野村まで、西日

本豪雨と同規模洪水を安全に流下できるよう、令和元年 12 月に河川整備計画

を変更し、更なる河川改修を推進することとしており、国管理区間の着実な整

備促進と県管理区間（大洲市菅田～西予市野村）の事業推進のための事業費の

確保が必要である。 

○山鳥坂ダム建設の促進と野村ダム改良による洪水調節機能の強化 

  ダムの整備は、変更後の河川整備計画でも主要な治水対策として位置付けら

れており、引き続き、山鳥坂ダムの早期運用開始に向けた、重点的な予算確保

と事業の促進が必要である。また、野村ダムの放流設備増強についても、早期

の洪水調節機能強化を目指し、予算確保と改良事業の促進が必要である。 

○山鳥坂ダムの水源地域振興の核となる県道の整備促進 

また、県道小田河辺大洲線の整備は、水源地域振興の核であるとともに、中

でもダム本体関連工事の着手までに完了する必要がある、国施工の一次切替区

間と、県施工の関連区間について、整備促進及び事業費の確保が不可欠である。 
【実現後の効果】 

◇ 西日本豪雨と同規模の洪水に対する再度災害防止 

 

【提案・要望事項】 

西日本豪雨により甚大な浸水被害が発生した肱川流域の再度災害防止

に向け、河川激甚災害対策特別緊急事業等による堤防整備と山鳥坂ダム建

設事業を計画どおり推進するとともに、令和元年度に変更した河川整備計

画に基づく河川の改修やダムの整備を推進すること。 

（1）国管理区間の河川改修の促進 

（2）県管理区間（中下流圏域：大洲市菅田地区～西予市野村地区）の河

川改修を促進するための事業費の確保 

（3）山鳥坂ダム建設事業と洪水調節機能を強化する野村ダム改良事業の

促進 

（4）山鳥坂ダムの水源地域整備計画に位置付けられた県道小田河辺大洲

線の整備促進及び事業費の確保 

県担当部署：土木部 河川港湾局 河川課 

道路都市局 道路建設課 
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◎西日本豪雨による浸水被害 

◎山鳥坂ダム及び県道小田河辺大洲線の整備促進 

東大洲地区の浸水状況 

山鳥坂ダム 

鹿野川ダム 

(国)197号 

山鳥坂３工区 L=6,200m(国施工) 1 山鳥坂２工区 完成(県施工) 山鳥坂 工区 L=990m(県施工) 

一次切替区間  L=4,200m 
本体工事着手までに整備が必要な区間  

京造 

月野尾 
見の越 

下敷水 

敷水 

上敷水 

菟野尾 

上嵯峨谷 

試験湛水までに整備する区間  

下嵯峨谷 

鹿野川 

◎肱川緊急治水対策【激特事業等による河川改修（河口～西予市野村）・山鳥坂ダム建設等】 

山鳥坂ダム(完成予想) 

【近年の浸水被害】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


